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令和３年５月２４日に実施したセ

ミナー「想定問答シリーズ第２弾問題

社員対応」には１５００名を超えるお

申込みをいただきました。たくさんの

ご参加ありがとうございました。 

 セミナーでは、遅刻・欠勤が多い社

員、粗暴な言動の多い社員、業務指示

を拒否する社員への対応を取り上げ

ました。今回は、当日セミナー時間の

関係で取り上げることができなかっ

た「言い訳が多い社員」への対応につ

いて解説します。 

 

１ 「でも」「だって」が多い社員へ

の対応 

 注意指導や業務指示をした際、「で

も●●」「だって●●」と反論してく

る従業員がいます。 

 このとき上司の立場からすると

「『でも』と言う前に、まずは指示ど

おり仕事をしてほしい。注意指導に従

ってほしい」という気持ちになります。 

 しかし内容によりますが、部下が上

司に対して意見をしたり、自分の考え

を述べたりすること自体は悪いこと

ではありません。そしてこのような発

言があるということは、少なからず部

下は納得していなかったり、状況を理

解していない可能性があります。 

 そのため、このような発言があった

場合、少し大変ではありますが、部下

の言い分を聞いたうえで、上司として、

会社としての考えを伝えるようにし、

「言い訳はいいから、とにかくやれ！」

という形で一蹴するのは避けましょ

う。ただ注意指導、業務指示の場面な

ので、部下の言い分も聞いたうえで、

最終的には会社がどうするかを判断

することになります。仮に意見が平行

線であったとしても、注意指導や業務

指示自体をすることができます。 

 

２ 「指示されていません」「やり方

を教えてもらっていない」と言われ

た場合 

 注意指導した際、「私は聞いていま

せん。」「そんな指示は受けていませ

ん。」「そもそもやり方を教えてもらっ

ていません。」と反論をしてくる従業

員がいます。 

 このような発言があった場合、会社

としてはいくつかの回答を準備して

おく必要があります。 

 

 ①指示していた、やり方を教えてい

た場合 

 この場合はシンプルに、いつ、誰が、

指示したということを本人に伝えま

す。 
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 ②指示をしなくても分かる、やり方

を教えなくても分かる場合 

 細かく指示はしていないものの、通

常の業務指示の範囲で当然にやるべ

き内容である場合やこれまでの経験

等から教えなくても当然分かるとい

う場合です。この場合は、指示してい

ない、やり方を教えていないのではな

く、通常の業務指示の中に含んで指示

している、過去にやり方を教えている

のですでにやり方は教えていたとい

う方向で本人に説明します。 

 

 ③まわりに聞いたり、自分で調べた

りすることで解決できる場合 

 仮に指示していたか否か、教えても

らっていたか否かに争いがあるにし

ても、本人側で上司に確認したり（確

認できるような環境にあることが前

提）、自分で調べることで解決できる

のであれば、そのような行動をとって

ほしいと説明することになります。 

 確かに従業員は、会社からの指揮命

令に従って誠実に勤務していただく

ことが求められています。しかし指揮

命令に従って誠実に働くということ

は、ただ会社から言われたことをその

とおりに動くということだけでなく

（それも非常に大事なことですが）、

分からないことは自分で考え、調べ、

どうしたらより良いかを積極的に考

えて行動することも含まれていると

思います。そのことをきちんと従業員

に説明してあげた方がよいです。 

 

３ 事実関係の確認をしようとした

ところ、言い訳をしてくる社員の対

応 

 取引先からのクレームや社内でト

ラブルが発生した場合、会社としては

対象者に何があったのか等を確認す

る必要があります。 

 ところが、会社がなぜクレームにな

ったのかを聞こうとしても「取引先が

悪い」、「上司の指示が曖昧だった」、

「そもそも会社の経営方針が良くな

い」等、様々な方向に話が進むことが

あります。 

 そのような場合、会社としては、「●

●さんの意見や言い分があることは

分かりましたが、まず会社としては、

事実として何があったのかを把握し

たいので、顛末書（事実関係を記載し

た書面。反省や謝罪を含まないもの。）

を提出してください。そうしないと、

何が原因だったのかが分からないか

らです。」という形で説明してみてく

ださい。 

 従業員としても自分の非を認めた

くないために言い訳や話をすり替え

ようとする可能性があります。まずは

シンプルに事実関係を確認したい旨、

伝えましょう。 
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